
2026 年 1 月 27 日 

戸田市薬剤師会会員薬局 各位 

戸田中央総合病院 薬剤科 

 

院外処方箋疑義照会プロトコルについて 

 

 

平素より大変お世話になっております。 

当院における院外処方の疑義照会に関して、保険薬局・病院双方の業務負担の軽減、患者待ち時間の低減などを

始めとする患者サービスの向上、並びに医薬品の供給問題への対応のため、「院外処方箋疑義照会プロトコル」を

策定しました。プロトコル内容に沿った疑義に関しては、電話での都度の疑義を省き、事後報告のみと致します。

尚、電子処方箋管理サービスへの登録済のご施設に関しては、一部の事後報告も省くことが可能と致します。 

ご理解ご協力のほど、宜しくお願い致します。 

 

【報告方法について】 

事後報告につきましては、従来通り書面又は FAX 等での報告をお願いします。（FAX：048－445－0187） 

当院は電子処方箋に対応しているため、同じく電子処方箋対応（管理サービス登録済み）の保険薬局につきまし

ては、保険薬局で調剤データを登録した後に当院電子カルテ内へ調剤情報が反映されます。その為、次頁プロト

コルの一部については、FAX 等の事後報告を省略することが可能です。 

 

 

尚、疑義照会プロトコルに尽きましては、下記の点をご留意ください。 

  ＊服用方法や負担額について、十分な説明と同意をお願いします 

 ＊麻薬・抗がん剤・覚醒剤原料は対象外とする  

 

ご不明な点がある場合は、戸田中央総合病院 薬剤科までご連絡下さい。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【院外処方箋疑義照会プロトコル】 

＊以下内容は疑義照会不要です。事後報告は表に基づきご対応をお願いします。 

   

2026.4 改訂 

登録済 未登録

①成分同一での銘柄変更

但し製剤的特徴が異なるものを除く

先発品→先発品

後発品→後発品

後発品→先発品

注1）後発品→先発品への変更は、選定療養の対象薬に関しては、薬局

在庫が理由の場合は右記に準ずるが、それ以外の理由の場合は必ず事

後報告する。

注2）☑変更不可が入っているものは必ず電話による疑義照会を行う

注3）負担額については十分な説明をお願いします

②剤形変更（患者希望を含む）

用法用量、安全性を考慮の上

錠剤↔ドライシロップ

OD錠↔普通錠

注4）メジコン錠とメジコン配合シロップの様に成分差異がある場合は不可

注5）服用方法や負担額については十分な説明をお願いします

③規格変更

2.5mg 1錠 → 5mg 半錠

50ｇ 6本 → 100g 3本　　　　　  等

注6）規格により適応症が変わるものは注意

④コンプライアンス向上等に基づく粉砕・半割

（又はその逆）

注7）安定性データに留意

⑤用法の適正化

用法が明らかに異なる場合

ボナロン錠35mg 1錠1×49日分  週1回

　　　　　　　　　   → 7日分   週1回 

ロキソニンテープ　1日1回塗布 腰

　　　　　　　　　　→1日1回貼付 腰

注8）ボナロンのようなケースは、初回の場合は疑義照会して下さい

⑥湿布薬の枚数適正化

1袋の入り数と処方量に差異が生じる場合

注9）処方数の増加は不可

⑦残薬調整

残薬に伴う処方日数の調整（短縮のみ）

注10）日数延長は不可

⑧リベルサス錠の奇数日数による日数変更

処方日数を延長する場合は1日まで可
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〇

事後報告

電子処方箋管理サービス疑義照会内容

不要 〇

不要

外用剤（テープ剤

↔パップ剤等）は

事後報告お願い致

します。

〇

不要

不要

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

不要

不要


